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【19 陶芸施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『陶芸施設』は、陶芸の創作活動ができる場であり、陶芸文化を広めることを目的とした施設です。 

本来、教育・学術及び文化に関する各種事業を実施している公民館において提供されるべき講座を、公民館以外において実施している施設です。 

「菊間陶芸館」については、近隣施設との連携が見込めないため、公民館への集約により廃止を検討すべき施設として、総合評価結果は「Ｅ」評価となっています。 

 

評価の概要 


